
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城厚生年金 事案 1548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年１月 30 日から同年２月９日まで

の期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人の船舶所有者Ａ氏における資格喪失日に係る記

録を同年２月９日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を 7,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年 12 月 27 日から 30 年１月１日まで 

         ② 昭和 30 年３月 20 日から同年６月１日まで 

         ③ 昭和 32 年１月 30 日から同年２月 26 日まで 

私は、船舶Ｂに昭和 29 年 12 月 27 日から 32 年２月 26 日まで乗船し

ていたが、船員保険の加入記録では一部期間が未加入となっている。 

船舶Ｂの船主は信用できる人であり船員保険に加入していたはずなの

で、船員保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された船員手帳によれば、申立人が乗船していたとする

船舶Ｂ（所有者は、Ａ氏）における雇入年月日は昭和 29 年 12 月 27 日、

雇止年月日は 32 年２月 26 日であることが確認できる。 

申立期間③について、当該手帳の船員保険関係のページには、船員保険

の資格取得日が昭和 30 年６月１日と記載されている上、同年８月１日付

けの標準報酬月額改定に関する記載及び 32 年２月９日付けの資格喪失の

記載並びに船舶所有者の氏名の記載及び押印があることが確認できる。 

また、元同僚は、「申立人は、昭和 32 年２月まで船舶Ｂに乗船してい

た。船員保険にも加入していたと思う。」としている上、当該同僚の船員

手帳の船員保険関係のページにも、申立人と同様に資格取得日等が記載さ



れていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和 32 年１

月 30 日から同年２月９日までの期間において、船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、船員保険被保険者名簿の昭

和 31 年 12 月の記録から 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該船舶所有者は所在が不明であり、当時の関係書類について

確認することができない上、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①及び②について、船員手帳の雇入れの記録及び同僚の

証言から申立人が当該船舶において勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該船舶所有者において、船員保険に加入している者のうち住

所が判明した６名に照会をしたところ、５名から回答を得たが、申立人が

給与から船員保険料を控除されていたかについては分からないと回答して

いる。 

また、申立期間①及び②について、当該船舶所有者における船員保険被

保険者について確認したところ、当該期間に加入記録の無い同僚もいる上、

当該期間はその前後の期間より被保険者数が減少していることが確認でき

ることから、当該船舶所有者では何らかの理由により複数の者を船員保険

に加入させていなかったことがうかがわれる。 

さらに、船員手帳の船員保険関係のページに記載されている資格取得日

は昭和 30 年６月１日であることが確認できることから、同日以前は船員

保険に加入していない期間があったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における船員保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①及び②に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格取得日に係る記録を昭和 38 年 12 月 14 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 12 月 14 日から 39 年１月１日まで 

私は、昭和 33 年４月１日から平成 12 年３月 20 日まで、継続してＡ

社に勤務していた。 

しかし、人事異動によりＡ社Ｄ工場から同社Ｃ工場へ転勤した昭和

38 年 12 月 14 日から 39 年１月１日までの厚生年金保険の加入記録が無

いのは、納得できないので厚生年金保険被保険期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社Ｃ工場から提出された申立人に係る人事記録電算データ等及び雇用

保険の記録により、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 38 年 12 月 14

日にＡ社Ｄ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｃ工場に

おける昭和 39 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行していたか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 1555 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、船舶所有者Ａ氏は、申立人が昭和 35 年９月 13 日に船

員保険被保険者の資格を取得し、36 年９月８日に喪失した旨の届出を社

会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の船員

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、１万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年９月 12 日から 36 年９月８日まで 

Ａ氏（その後、Ｂ社）所有の船舶Ｃの甲板員として従事した期間の船

員保険の加入記録が確認できないとの回答を社会保険事務所からもらっ

た。 

船員手帳に記載されている雇入期間のとおり出漁しており、申立期間

を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が所持する船員手帳の記録及び同僚の証言か

ら、船舶Ｃに甲板員として乗船していたと認められるところ、船舶所有者

Ａ氏の船員保険被保険者名簿によると、申立人と同一生年月日で姓が相違

する者（Ｄ氏）が昭和 35 年９月 13 日に船員保険の被保険者資格を取得し、

36 年９月８日に被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、当該被保険者記録について、ⅰ）船舶Ｃの同僚の一人は、「自分

が初めて乗船した船舶Ｃで申立人と一緒に勤務しており、申立人と一緒に

勤務したのは当該船舶のみである。申立人と同名の乗組員は一人だったと

思う。」と述べていること、ⅱ）オンライン記録において、「Ｄ」名で申

立人と同一生年月日の者は認められないこと、ⅲ）申立人が記憶する船長

及び同僚は、当該船舶所有者における船員保険被保険者名簿において、



「船舶Ｃ」での被保険者記録が確認できること、ⅳ）申立人及び船長等が

記憶する当該船舶の乗組員数と当該船舶所有者における船員保険被保険者

名簿において「船舶Ｃ」に係る被保険者数がおおむね一致することから、

申立期間当時、当該船舶所有者においては、ほぼすべての乗組員が船員保

険に加入していたと考えられ、当該被保険者記録は申立人に係るものと推

認できる。 

これらを総合的に判断すると、船舶所有者Ａ氏は、申立人が昭和 35 年

９月 13 日に船員保険の被保険者資格を取得し、36 年９月８日に被保険者

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められ

る。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、船舶所有者Ａ氏の船員保険

被保険者名簿の「Ｄ氏」の記録から、１万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 



宮城厚生年金 事案 1563 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ事業所の船員保険被保険者であった

と認められることから、同社Ｂ事業所における申立人の被保険者記録のう

ち、船員保険法第 51 条の２による申立人の取得日（昭和 58 年１月１日）

及び喪失日（昭和 58 年６月１日）に係る記録を取り消し、申立期間の標

準報酬月額については、32 万円とすることが必要である。 

なお、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額（32 万円）の記録を 36 万

円に訂正し、当該記録を船員保険法第 51 条の２とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年１月１日から同年６月１日まで 

船員保険の加入期間について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、昭和 58 年１月１日に被保険者資格を喪失し、同年６月１日に同資

格を再取得したことになっているが、Ａ社Ｂ事業所には 55 年１月５日

から平成元年 11 月 27 日まで継続して勤務していた。 

船員手帳にも、昭和 55 年 12 月１日に雇入れ、63 年３月１日に雇止

めの後、引き続き同日に雇入れ、平成元年 11 月 27 日に雇止めとなって

おり、Ａ社Ｂ事業所で同僚だったＣさんも申立期間を含め途切れること

なく船員保険に加入している。 

Ｃさんと一緒の船に乗っていたのに、私の船員保険が５か月間途切れ

ているのは納得できない。申立期間について船員保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言及び申立人が所持する船員手帳の記録により、申立人

が申立期間において、Ａ社Ｂ事業所に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

一方、オンライン記録によると、申立人は、Ａ社Ｂ事業所における昭和

58 年１月１日から同年６月１日までの期間について、船員保険法第 51 条



の２により船員保険被保険者期間とならない期間と記録されている。 

しかし、Ａ社Ｂ事業所の船員保険被保険者名簿では、申立人は昭和 55

年１月５日に被保険者資格を取得し、平成元年 11 月 27 日に同資格を喪失

しており、申立期間における資格喪失及び資格取得の記録は確認できない。 

また、当該被保険者名簿の「標準報酬月額の変せん」の欄に昭和 60 年

６月７日付けで 58 年１月から同年５月までの標準報酬月額が 32 万円から

36 万円に訂正されており、当該記録は保険料を徴収する権利が時効によ

り消滅している期間である船員保険法第 51 条の２の記録であることが確

認できる。 

さらに、申立人の被保険者記録について、社会保険事務所の担当者は、

「オンライン記録上、申立期間の加入記録が中断されているが、被保険者

名簿において申立人の標準報酬月額が訂正されていることから、「船 51

条の２」の適用は標準報酬月額の訂正のみであると思われる。」としてい

る。 

以上のことから、社会保険事務所における申立人に係る年金記録の管理

が適切に行われていなかったことがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ事業

所に継続して勤務し、船員保険被保険者であったと認められることから、

申立人の同社Ｂ事業所における船員保険法第 51 条の２による申立人の取

得日（昭和 58 年１月１日）及び喪失日（昭和 58 年６月１日）に係る記録

を取り消し、申立期間の標準報酬月額については、32 万円とすることが

必要である。 

なお、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額（32 万円）の記録を 36 万

円に訂正し、当該記録を船員保険法第 51 条の２とすることが必要である。 



宮城国民年金 事案 1190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 41 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年４月から 41 年８月まで 

昭和 38 年４月に同級生から国民年金への加入を勧められ、一緒にＡ

市役所Ｂ出張所へ行って国民年金の加入手続をし、その場で１か月分の

国民年金保険料を納付した。その後も国民年金保険料は、毎月、同出張

所の窓口へ行って現金で納付し領収書を受け取った。 

昭和 41 年９月に初めて国民年金手帳が送付されてきた。その後は納

付記録があるが、それ以前に関しては納付記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立人は昭和 41 年

９月 21 日に任意加入により新規に被保険者資格を取得していることから、

申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われており、制度上、国民

年金保険料を納付することはできない。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の手帳記号番号は

昭和 41 年９月 20 日に払い出されており、申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 38 年４月に同級生から国民年金への加入を勧

められ、一緒に国民年金の加入手続をしたと主張しているところ、その同

級生からは、申立人の主張を裏付ける内容の証言を得ることができなかっ

た。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 18 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年８月及び同年９月 

申立期間の国民年金保険料は、Ａ市Ｂ区役所の窓口か、郵便局又はコ

ンビニエンスストアで納付していた。同区役所で納付した際に、何度か、

すべて納付済みであることを確認しているので、申立期間について保険

料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 18 年４月から非常勤職員として勤務しており、「毎年

２回、２か月と１か月、雇用が打ち切られるので、その間は国民年金に加

入し、国民年金保険料を納付していた。」と主張しているが、Ｃ社会保険

事務所（当時）において申立期間に係る「未適用者一覧表（最終）」を、

20 年２月 22 日に作成した記録が確認できることから、申立人に対して納

付書は発行されず、申立人は国民年金保険料を納付することができなかっ

たものと考えられる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1192 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年５月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月から 46 年３月まで 

私が昭和 44 年４月に結婚するまでは、母親が、兄弟姉妹４人の分と

一緒に私の国民年金保険料を納付してくれていたと、一番上の姉から聞

いている。 

結婚後は定かではないが、国民年金保険料を納付していないとは考え

られないので、申立期間について保険料を納付していたことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 46 年４月 12 日に払い出されていることが確認できるところ、当

時、申立人の夫は厚生年金保険被保険者であることから、申立人の国民年

金への加入は任意加入であり、任意加入の場合は、さかのぼって国民年金

の被保険者資格を取得することができないことから、それ以前は未加入期

間である上、申立人は、「昭和 44 年４月に結婚した際に、母親から国民

年金手帳を渡された記憶は無く、結婚後に姓や住所の変更届を行った記憶

も無い。」と述べているなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。したがって、婚姻後に国民

年金に任意加入するまでの期間については、申立人は、国民年金保険料を

納付していなかったものと考えられる。 

また、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、母親は既に亡くなってい

ることから、国民年金の加入状況や保険料の納付状況等が不明である。 

なお、申立人は、「結婚するまでは、母親が、兄弟姉妹４人の分と一緒



に私の国民年金保険料を納付してくれていたと、一番上の姉から聞いてい

る。」と主張しているが、申立期間当時、この姉は同居していない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 12 月から 45 年１月までの期間、50 年１月から同年

６月までの期間、53 年４月から同年９月までの期間、55 年９月から 56 年

１月までの期間、同年 10 月から同年 12 月までの期間、57 年９月から同

年 10 月までの期間、及び 60 年６月から同年 10 月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 12 月から 45 年１月まで 

             ② 昭和 50 年１月から同年６月まで 

             ③ 昭和 53 年４月から同年９月まで 

             ④ 昭和 55 年９月から 56 年１月まで 

             ⑤ 昭和 56 年 10 月から同年 12 月まで 

             ⑥ 昭和 57 年９月から同年 10 月まで 

             ⑦ 昭和 60 年６月から同年 10 月まで 

私は、漁船に乗っていたが、昭和 44 年 12 月に２か月間下船した時に、

役場で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付した。その後

も下船の都度、役場で保険料を納付していたので、申立期間を保険料納

付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年 12 月に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、その

前後の被保険者資格の取得者に対する手帳記号番号の払出状況に照らすと、

62 年２月ごろに払い出されたものと推認され、その時点では、申立期間

①から⑥までは国民年金保険料を時効により納付できない期間であり、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

また、申立人に係るＡ町(現在は、Ｂ市)の国民年金被保険者名簿(紙名



簿)によれば、昭和 62 年１月以前に国民年金の加入記録は無く、同年２月

分の保険料が同年２月 28 日に納付されていることが確認できる上、申立

人の所持する年金手帳にも、初めて被保険者となった日は、「昭和 62 年

２月 24 日」と記載されている。したがって、申立期間は未加入期間であ

り、制度上、保険料を納付することができない期間であることから、納付

書は発行されなかったものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても、役場で納付していたというほかには、

申立期間の国民年金保険料の納付をうかがわせる具体的な主張は無い上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年 11 月から平成元年９月までの期間及び４年 11 月の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年 11 月から平成元年９月まで 

             ② 平成４年 11 月 

申立期間の国民年金保険料を、平成元年 10 月ごろ又は４年 12 月ごろ

に、預金から十数万円を引き出し、まとめて納付した記憶がある。 

そのときの領収書及び預金通帳は、現在は保管していないが、申立期

間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年 10 月ごろ又は４年 12 月ごろに申立期間の国民年金

保険料をまとめて納付したと主張しているが、「国民年金手帳記号番号払

出状況」によれば、Ａ社会保険事務所(当時)が、Ｂ市Ｃ区の分の番号とし

て、申立人の国民年金手帳記号番号を含む記号番号の払出設定を、６年６

月 20 日に行ったことが確認できるところ、Ｂ市の国民年金被保険者名簿

(電子データ)によれば、申立人の「昭和 63 年 11 月 30 日の新規取得」、

「平成元年 10 月１日の資格喪失」、「平成４年 11 月 29 日の再取得」、

「平成４年 12 月１日の資格喪失」、「平成８年４月１日の再取得」の処

理が、８年４月４日にまとめて行われていることから、申立人の国民年金

手帳記号番号は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した同年４月１日以降

に払い出されたものと推認され、その時点では申立期間の保険料は時効に

より納付することができない。 

また、上記国民年金手帳記号番号のほかに、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納



付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1549（事案 70 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年 10 月１日から 27 年４月 12 日まで 

             ② 昭和 30 年８月 24 日から同年 11 月 28 日まで 

私は、昭和 26 年 10 月１日から 27 年４月 12 日まで船舶Ａ、30 年８

月 24 日から同年 11 月 28 日まで船舶Ｂに乗船していた。 

申立期間は船員保険に加入していたはずなので、船員保険の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立人の証言によると、

申立期間①は船主が申立人の親に給与を渡していたとしており、申立期間

②は給与明細の内容を確認しておらず、いずれの期間も申立期間の船員保

険料が控除されていたかどうかは、分からないとしていること、ⅱ）申立

期間①に係る船舶所有者は船員保険の適用船舶所有者でなくなっており、

申立期間②に係る船舶所有者は既に解散しているため、いずれの期間も船

員保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと、

ⅲ）申立期間①及び②に係る船員保険被保険者名簿の記号番号を確認した

が、欠番は見当たらないことなどから、申立人が船員保険被保険者として

申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできないと決定し、同決定に基づき申立人に対し平成 20 年４月 23 日

付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料は無いが再度調査をしてほしいと主張して

いるが、当該主張のみでは、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情とは認めることはできない。 

申立期間①については、船舶所有者Ｃ氏において当該期間に船員保険の



加入記録がある６名に照会をしたところ、３名から回答を得たが、申立人

が船舶Ａに乗船していたことは覚えているものの、船員保険の加入及び船

員保険料の控除については分からないと回答している。 

申立期間②については、Ｅ社において当該期間に船員保険の加入記録が

ある 19 名に照会をしたところ、12 名から回答を得たが、回答者の中に、

自分が当該期間に船舶Ｆに乗船していたと回答する者は無く、申立人の船

員保険の加入について確認することができない上、回答があった者のうち

２名は「当時は船に乗っても船員保険を掛けない船主もいた。」と回答し

ている。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が船員保険被保険者として申立期間①及び②の船員保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月から 39 年５月１日まで 

             ② 昭和 40 年９月 18 日から 45 年３月まで 

             ③ 昭和 45 年４月から 46 年８月まで 

             ④ 昭和 46 年 10 月から 47 年２月 15 日まで 

             ⑤ 昭和 47 年４月 11 日から 48 年３月まで 

             ⑥ 昭和 48 年７月から 50 年３月まで 

申立期間①及び②について、私は、Ａ社（後にＢ社、Ｃ社となり、現

在は解散）で勤務し、昭和 39 年５月１日から 40 年９月 18 日までの期

間は厚生年金保険の加入記録はあるものの、その前後の加入記録が無い。 

申立期間③について、私は、Ｄ社で勤務し、厚生年金保険料も給与か

ら控除されていたと記憶している。 

申立期間④及び⑤について、私は、Ｅ社で勤務し、厚生年金保険料も

給与から控除されていたと記憶しているが、昭和 47 年２月 15 日から同

年４月 11 日までの期間は厚生年金保険の加入記録はあるものの、申立

期間④及び⑤の加入記録が無い。 

申立期間⑥について、私は、Ｆ社（後にＧ社となり、現在は解散）で

勤務し、厚生年金保険料も給与から控除されていたと記憶しているが、

昭和 38 年８月１日から同年９月 12 日までの期間は厚生年金保険の加入

記録があるものの、申立期間⑥の加入記録が無い。 

いずれの期間も、厚生年金保険の加入記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、元同僚の証言から、勤務期間の特定はできないが、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 



しかし、申立期間①のうち、昭和 38 年８月１日から同年９月 12 日まで

の期間、申立人はＦ社における厚生年金保険の被保険者であったことが確

認できる。 

また、元同僚は、「申立人の在籍期間は昭和 39 年４月から 40 年９月ぐ

らいまでであり、厚生年金保険の加入については分からない。」と回答し

ている。 

さらに、申立人の当該事業所に係る雇用保険の加入記録は、厚生年金保

険の被保険者記録と一致している。 

申立期間②について、元同僚は、当該事業所がＢ社となった昭和 40 年

９月の時点では申立人は在職していなかったと回答している。 

また、別の元同僚は、申立人とその叔父である元事業主は、一緒に退職

したと証言しているところ、叔父の国民年金被保険者台帳によれば、昭和

40 年 10 月 25 日にＨ市からＩ市に住所が変更されていることが確認でき

ることから、申立人が当該事業所に 45 年３月まで勤務したとは考え難い。 

さらに、元事業主は死亡している上、Ｃ社は解散していることから、申

立人の厚生年金保険の加入状況等を確認することができない。 

申立期間③について、申立人がＤ社の所在地、事業主の姓及び従業員の

数等を記憶していることから、当該事業所に勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、Ｄ社が、厚生年金保険の適用事業所となった記録は見当たらな

い上、申立人は事業主について姓のみしか覚えておらず、同僚の氏名も覚

えていないことから、当時の厚生年金保険の加入状況についての証言等を

得ることができない。 

また、申立人が一緒に勤務していたとする叔父は、申立期間③を含む昭

和 36 年４月１日から 48 年４月１日まで、国民年金の被保険者であること

が確認できる。 

申立期間④について、Ｅ社における申立人の雇用保険の加入記録、事業

所の回答及び元同僚の証言から、申立人は当該事業所に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、オンラインの記録からＥ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 47 年２月 15 日であることが確認できることから、申立期間

④は適用事業所ではない上、当該事業所は、「資料は無いが、社会保険に

加入するまでの期間は、申立人は国民年金に加入すべき期間であった。」

と回答している。 

申立期間⑤について、Ｅ社は、申立人は昭和 47 年４月 11 日から 48 年

３月までの期間は系列会社のＪ社に転職したと思われると回答していると

ころ、同社のオンライン記録を確認したが、申立人の加入記録は見当たら

ず、申立期間⑤に係る厚生年金保険被保険者の整理番号に欠番は無い。 



また、元同僚は、「申立人が勤務していたことは覚えているが、厚生年

金保険料の控除については分からない。」と回答している。 

さらに、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は見当たらな

い。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｆ社に親戚の依頼により勤務したとし

ているところ、オンライン記録によれば、昭和 38 年８月１日から同年９

月 12 日までの期間について、当該事業所における申立人の被保険者記録

が確認できるが、申立期間⑥においては、被保険者記録は確認できない。 

また、Ｆ社で社会保険関係事務を担当していた元役員は、申立人が勤務

していたことは覚えているが、勤務期間や厚生年金保険の加入について具

体的な回答は無いほか、申立期間⑥において当該事業所で厚生年金保険の

被保険者資格を取得した従業員は、申立人について知らないと回答してい

る。 

さらに、Ｆ社は、既に解散している上、事業主は病気のため当時の厚生

年金保険の加入状況等についての証言を得ることができない。 

加えて、申立人は当該期間、国民年金に加入し保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は確認でき

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から⑥までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月７日から 48 年１月 29 日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）の船舶Ｃに乗船していた昭和 47 年３月７日か

ら 48 年２月までの期間について、船員保険の加入記録が同年１月 29 日

から同年２月 27 日までの１か月間のみとなっていることに納得できな

いので、申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が所持する船員手帳の記録及び同僚の証言か

ら、船舶Ｃに甲板員として乗船していたことが推認できる。 

しかし、申立人とほぼ同一内容の記載が確認できる船員手帳を所持し、

申立人とともに船舶Ｃに乗船したと述べている同僚３人のＡ社における船

員保険の被保険者記録をみると、いずれも申立期間において被保険者記録

は確認できない上、３人のうち２人は申立人と同様に昭和 48 年１月 12 日

から同年２月 10 日までの被保険者期間が確認できる。 

また、申立人の船員手帳に記載されている当該船舶の船長は既に亡くな

っていることから当時の状況を確認することはできないが、同船長のＡ社

における船員保険の被保険者記録をみると、申立期間において被保険者記

録は確認できない上、被保険者期間は前述の同僚２人と同一期間（昭和

48 年１月 12 日から同年２月 10 日まで）であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、当時を知る在籍者がいないため申立期間当時の勤務等

の実態は把握できず、保険料控除等の関係資料も無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年７月ごろから 23 年４月ごろまで 

昭和 21 年７月ごろから 23 年４月ごろまでの間、現在のＡ社の前身の

会社であったと思うが、その会社で働いていた。その間、厚生年金保険

に加入していたと思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所について、申立人は、現在のＡ社の前身の会社であ

ったと思うとしているところ、申立期間当時、申立てにある前身の会社の

事業はＢ社に統合されていたこと、同社では申立てにある前身の会社の事

業を行っていたとしており、申立人の主張と合致していることなどから、

申立人が申立期間当時においてＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社では、同社が保管する申立期間当時の人事記録、退職者名

簿、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届や同喪失届の中に、申立人

に係る資料は見当たらなかったとしている。 

また、申立人は申立期間当時の同僚、上司の氏名を記憶しておらず、こ

れらの者から申立人の勤務実態を確認できる証言を得ることができない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和

21 年１月から同年 12 月までの期間に同社において厚生年金保険の被保険

者資格を取得している者の中に申立人の氏名は見当たらず、申立人と同姓

同名や同一姓同音名の記録も確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料及び

厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年１月ごろから 29 年９月１日まで 

             ② 昭和 32 年５月 28 日から 37 年６月 10 日まで 

申立期間①及び②について、社会保険事務所（当時）から船員保険被

保険者の加入記録及び厚生年金保険被保険者の加入記録が見当たらない

との回答を得た。申立期間①及び②については、Ａ氏を船舶所有者とす

る船舶に乗っていたか、Ａ氏を事業主とするＢ事業所で勤務していたは

ずなので、船員保険か厚生年金保険のいずれかの被保険者期間として認

めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、Ａ氏を船舶所有者とする船員保険の被保

険者であったと申し立てているところ、申立期間②については、同僚の

証言により、乗船時期は特定できないものの、申立人はＡ氏が所有する

船舶に乗っていたことは推認できる。 

しかし、申立期間①については、回答のあった同僚からは申立人がＡ

氏を船舶所有者とする船舶に乗っていたとする具体的な証言は得られな

かった。 

また、申立人の妻によれば、船舶所有者Ａ氏は既に亡くなったとして

いる上、船舶所有者Ａ氏の後継事業所であるＣ社（昭和 42 年７月 25 日

設立）は既に破産終結しており、清算当時の役員の所在も不明であるこ

とから、申立期間当時の関連資料が得られず、申立人の勤務実態や保険

料控除等についての確認ができない。 



さらに、Ａ氏を船舶所有者とする船員保険被保険者名簿では、申立期

間①及び②において申立人の氏名は見当たらず、被保険者証記号番号

（船員手帳番号）に欠番も無い。 

加えて、申立期間①及び②は、申立人の妻自身の記憶からＡ氏を船舶

所有者とする船舶に乗っていたはずであると申し立てているところ、い

ずれの期間も申立人と結婚する以前の時期に当たり、申立人が乗ってい

たとする船舶名及び同僚の氏名について記憶しておらず、申立内容を確

認できる証言等が得られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における船員保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が船員保険被保険者として申立期間①及び②に係る船員保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間①及び②について、Ｂ事業所（事業主は、Ａ氏）に勤務して

おり、厚生年金保険の被保険者であったと申し立てているところ、申立

期間①については、同僚からの回答が得られず、申立期間②については、

２人から回答が得られたものの、申立人がＢ事業所で勤務していたとす

る具体的な証言は得られなかった。 

また、申立人の妻によれば、Ｂ事業所の申立期間①及び②当時の事業

主は既に亡くなったとしている上、Ｂ事業所の後継事業所であるＣ社

（昭和 42 年７月 25 日設立）は既に破産終結しており、清算当時の役員

の所在も不明であることから、当該期間当時の関連資料は得られず申立

人の勤務実態や保険料控除等についての確認ができない。 

さらに、Ｂ事業所における健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び被

保険者原票では、申立期間①及び②において申立人の氏名は見当たらず、

「健康保険の番号（健保番号）」に欠番も無い。 

加えて、申立期間①及び②は、申立人の妻自身の記憶からＢ事業所で

勤務していたはずであると申し立てているところ、いずれの期間も申立

人と結婚する以前の時期に当たり、申立人の業務内容や同僚の氏名につ

いて記憶しておらず、申立てを確認できる証言等が得られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



宮城厚生年金 事案 1556 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から 36 年９月１日まで 

 ② 昭和 37 年 11 月１日から 38 年５月 31 日まで 

             ③ 昭和 47 年 12 月１日から 48 年６月４日まで 

申立期間①のＡ社について、同社には知人の紹介で昭和 34 年４月か

ら住み込みで働いていたが、36 年９月１日以前の期間について厚生年

金保険の加入記録が無い。 

また、申立期間②のＢ社について、Ａ社を辞めてから多少の間はあっ

たものの、Ｃ社に入る前まで働いていたが、この期間について厚生年金

保険の加入記録が無い。 

さらに、申立期間③のＤ社について、入社して間もない昭和 47 年 12

月に社員全員で出張したことを記憶しており、少なくともその時点から

働いていたと記憶しているが、48 年６月以前の厚生年金保険の加入記

録が無い。 

これらの期間について、厚生年金保険の加入記録が無いのは納得でき

ないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の現在の代表取締役の証言により、申立人は、

当該期間当時、申立てに係る事業所に勤務していたものと推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 36 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っている上、健康保険厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によれば、同

社が厚生年金保険の適用事業所となった翌月の同年 10 月３日に申立人を

含む７人分の被保険者番号が連番で払い出されており、これら７人の資格

取得年月日（昭和 36 年９月１日）は、オンライン記録とも合致している



ことから、申立期間①当時、申立てに係る事業所は厚生年金保険の適用事

業所でなかったことが確認できる。 

また、Ａ社では、「当時のことを知っている先代社長は既に亡くなって

おり、申立期間当時の賃金台帳等は保存期間経過のため保存していな

い。」としており、申立人の申立期間①当時の勤務実態や厚生年金保険料

の控除の有無等を確認できなかった。 

さらに、申立人は、申立期間①当時の給与明細書等厚生年金保険料の控

除を確認できる関連資料が無く、申立人から聴取しても給与から厚生年金

保険料が控除されていたとする記憶は定かでない。 

申立期間②について、Ｂ社は、昭和 40 年 10 月１日に厚生年金保険の適

用事業所となっている上、オンライン記録上、同年 10 月１日以前に同社

において健康保険厚生年金保険被保険者資格を取得している者がいないこ

とから、申立期間②当時、申立てに係る事業所は厚生年金保険の適用事業

所でなかったことが確認できる。 

また、Ｂ社では、「申立期間当時の賃金台帳等は保存期間経過のため保

存していない。」としており、申立人の申立期間②当時の勤務実態や厚生

年金保険料の控除の有無等を確認できなかった。 

さらに、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となる以前の昭和 40 年４月

から同社に勤務していたとする被保険者の一人は、「給与から厚生年金保

険の保険料が控除されたのは、事業所が厚生年金保険の適用事業所となっ

た昭和 40 年 10 月からであった。」と述べており、申立期間②当時、給与

から厚生年金保険料が控除されていなかったことがうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間②当時の給与明細書等厚生年金保険料の控除

を確認できる関連資料が無く、申立人から聴取しても給与から厚生年金保

険料が控除されていたとする記憶は定かでない。 

申立期間③について、Ｄ社の現在の代表取締役及び複数の同僚の証言に

より、申立人は、当該期間当時、申立てに係る事業所に勤務していたもの

と推認できる。 

しかし、Ｄ社は、昭和 48 年６月４日に厚生年金保険の適用事業所とな

っている上、健康保険厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によれば、同

社が厚生年金保険の適用事業所となった前々日の同年６月２日に申立人を

含む６人分の被保険者番号が連番で払い出されており、これら６人の資格

取得年月日（昭和 48 年６月４日）は、オンライン記録とも合致している

ことから、申立期間③当時、申立てに係る事業所は厚生年金保険の適用事

業所でなかったことが確認できる。 

また、Ｄ社では、「当時のことを知っている先代社長は既に亡くなって

おり、申立期間当時の賃金台帳等は保存期間経過のため保存していな

い。」としており、申立人の申立期間③当時の勤務実態や厚生年金保険料



の控除の有無等を確認できなかった。 

さらに、申立人は、申立期間③当時の給与明細書等厚生年金保険料の控

除を確認できる関連資料が無く、申立人から聴取しても給与から厚生年金

保険料が控除されていたとする記憶は定かでない。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として各申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月１日から同年６月 30 日まで 

私は、高校を卒業して、昭和 30 年４月１日にＡ社に入社したが、社

会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間を照会したところ、同

社での被保険者期間が同年７月１日から 31 年９月 27 日までとなってい

た。 

当時の給与明細書等は紛失してしまったが、Ａ社に昭和 30 年４月１

日から正社員として勤務し、厚生年金保険料も控除されていたので、申

立期間に係る年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、高校を卒業し、昭和 30 年４月からＡ社に勤務したとしてい

るが、申立人が名前を挙げた同僚１人は「申立人は勤務していたような気

がする。」としているものの、勤務期間を特定できる証言は得られなかっ

た。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿上、申立人と同

日に被保険者資格を取得している４人は、いずれも申立人を知らないと回

答しており、申立人が名前を挙げた同僚であると思われる者も申立人を知

らないとしていることから、申立人の勤務実態を確認することはできない。 

さらに、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、事業主も死亡していることから、当時の状況を確認することはでき

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1558 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月１日から同年９月 30 日まで 

私は、昭和 47 年４月１日にＡ社に入社し、同社の本社で正社員とし

て同年９月まで勤務していた。社会保険事務所（当時）に厚生年金保険

の加入期間を照会したところ、申立期間の加入記録がすべて無かった。 

この期間の厚生年金保険の記録が無いことに納得できないので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚１人の証言から、申立人は、昭和 47 年４月１日からＡ社に勤務し

ていたことは推認できるが、申立人の勤務期間、雇用形態及び厚生年金保

険の加入についての証言を得ることはできなかった。 

また、当該事業所が保管していた健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認及び標準報酬決定通知書によると、申立期間に係る被保険者資格取

得者に申立人の氏名は無く、健康保険被保険者証の番号に欠番は無い。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認し

たが、申立人の氏名は見当たらない上、整理番号に欠番も無く、同原票上

の健康保険被保険者証の番号は、上記通知書の健康保険被保険者証の番号

と一致している。 

加えて、申立人は、申立期間について国民年金に加入している上、当時

の健康保険については、国民健康保険であった旨の証言をしている。 

なお、申立人に係る当該事業所における雇用保険の被保険者記録は確認

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1559 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年３月 31 日から 63 年５月１日まで 

Ａ社に、昭和 59 年 11 月から平成元年５月まで継続して勤務した。昭

和 61 年３月 31 日から 63 年５月１日までの厚生年金保険被保険者記録

が無いことに納得がいかない。この期間の勤務状況は申立期間の前後と

同じであり厚生年金保険料も引かれていた。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録によれば、申立人が申立期間においてＡ社に継続し

て勤務していたことが認められる。 

しかし、事業所整理記号番号払出簿によれば、Ａ社は昭和 61 年３月 31

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、その後 63 年５月１

日に新規に適用事業所となっていることが確認できる上、当該記録は健康

保険厚生年金保険事業所原票及びオンライン記録と一致していることから､

当該事業所は申立期間において適用事業所ではなかったことが認められる。 

また、事業主を含め、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票

及びオンライン記録により氏名が確認できる従業員全員について、申立期

間に同事業所において厚生年金保険被保険者資格を有する者は見当たらな

い。 

さらに、申立人が名前を挙げた複数の同僚は、「申立期間に係る厚生年

金保険の加入記録が無いことについては分からない。」としている。 

加えて、事業主は連絡先が不明であり、当時の状況を確認することがで

きない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1560 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年４月１日から 36 年 11 月１日まで 

Ａ社への入社に先立ち、Ｂ市にあった「Ｃ社」で作業実習を指示され、

昭和 35 年４月から 36 年 10 月まで同社で勤務した。 

当時の給料袋や給与明細書は残っていないが、この期間は「Ｃ社」か

ら給料を支給されていた。勤務していたことは間違いないので申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

「Ｃ社」との名称でＢ市に所在し、申立期間に厚生年金保険の適用事業

所となっている事業所は１社確認でき､申立人に確認したところ、当該事

業所の住所に記憶が有ると述べていたため、当該事業所の健康保険厚生年

金保険事業所別被保険者名簿及びオンライン記録を調査したが、申立人の

氏名は見当たらない。 

また、上記名簿において申立期間に厚生年金保険の被保険者記録を有す

る７人に照会をしたところ、４人から回答があったが、全員が申立人を

「知らない。」又は「覚えていない。」と回答している。 

さらに、申立人は、「Ｃ社」で作業実習を受けたのは、申立人のほかに

Ａ社社員と女性２人だったと述べているところ、その社員は既に死亡して

いる上、女性２人の氏名を覚えておらず申立人の勤務実態等について証言

を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1561（事案 59 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 21 年１月から 23 年４月まで 

Ａ社Ｂ出張所に昭和 21 年１月から 25 年４月まで勤務していたが、同

出張所における厚生年金保険被保険者期間は、23 年５月１日から 25 年

４月 30 日までの期間とされていた。申立期間についても厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は

無いこと、ⅱ）厚生年金手帳記号番号払出簿を確認したところ、年金手帳

記号番号の払出日が昭和 23 年５月１日であり、それ以前に別の年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないこと、

ⅲ）健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したところ、同年５月１日

に当該事業所が新たに厚生年金保険の適用事業所となったことが確認でき

ること、ⅳ）当該事業所の本社は、当該事業所よりも２年前の 21 年５月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっているが、本社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿を確認しても、申立期間について健康保険の番号に欠

番は無く、同名簿に申立人の氏名は見当たらないことなどから、当委員会

は申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできないと決定し、同決

定に基づき申立人に対し、平成 20 年４月 23 日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回、新たに申立人が当時勤務していたＡ社Ｂ出張所の人員

配置状況を提出し、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい



と主張しているところ、その人員配置に記載がある同僚及び当該事業所の

被保険者は、死亡又は住所不明等のため申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除等について聴取することができない。このため申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間に厚生年金保険料を給与から控除され

ていた事実は確認できず、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情と

は認められない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 1562 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年６月８日から同年９月７日まで 

② 昭和 40 年９月 20 日から 42 年１月 18 日まで 

私は、昭和 37 年５月１日から 39 年６月４日までＡ社で働いた分の脱

退手当金として３万円を受給したが、その後勤務したＢ社及びＣ社につ

いては脱退手当金を受給していないので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に係る脱退手当金のみを受給したと主張しているが、脱

退手当金の支給対象期間となった被保険者期間は、Ａ社、Ｂ社及びＣ社の

３事業所に係る勤務期間であり、いずれの事業所においても厚生年金保険

被保険者証の記号番号は同一番号で管理されており、その支給対象期間及

び支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所の厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約７か月後に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人に係るＣ社の被保険者原票には「脱 42.３.23 受付」の押

印があり、脱退手当金の請求があったことがうかがわれる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


